
 

 

低入札価格調査について 

 

 

１ 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施 

する。 

 (1) 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、  

100 分の 105 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、当該  割

合が 10 分の 9.0 を超える場合にあっては 10 分の 9.0 とし、10 分の 7.0 に満たない    

場合にあっては 10 分の 7.0 とする。 
 

  ①直接工事費の額に 10 分の 9.5 を乗じて得た額 
 

  ②共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 
 

  ③現場管理費の額に 10 分の 7 を乗じて得た額 
 

  ④一般管理費の額に 10 分の 3 を乗じて得た額 
                                                                       
 (2) 特別なものについては、(1)の算定方法にかかわらず、10 分 7.0 から 10 分の  

9.0 の範囲で適宜の割合とする。 

 
 

２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対し 

て「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 

 
 

３ 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、 

関係機関への照会等の調査を行う。 
 

 (1)その価格により入札した理由。必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。 
 

 (2)契約対象工事附近における手持工事の状況 
 

 (3)契約対象工事に関連する手持工事の状況 
 

 (4)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件） 
 

 (5)手持資材の状況 
 

 (6)資材購入先及び購入先と入札者の関係 
 

 (7)手持機械数の状況 
 

 (8)労務者の具体的供給見通し 
 

 (9)過去に施工した公共工事名及び発注者 
 

 (10)建設副産物の搬出地 
 

 (11)その他必要な事項 

 
 

４ 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳で 

ある次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である 

同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たな 



 

 

いものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査（特別重点 

調査）を実施する。 

 

直接工事費 

 

共通仮設費 

 

現場管理費 

 

一般管理費等 

 

７５％ 

 

７０％ 

 

７０％ 

 

３０％ 

 
 

５  ３に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うた  

め、４に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の 連

絡を受けた日の翌日から起算して７日以内に次に定める様式による資料及び その

添付書類を提出すること。 
 

 (1)当該価格で入札した理由（様式１） 
 

 (2)積算内訳書（様式２－１、様式２－２、様式２－３、様式３） 
 

 (3)下請予定業者等一覧表（様式４） 
 

 (4)配置予定技術者名簿（様式５） 
 

 (5)手持ち工事の状況（様式６－１、様式６－２） 
 

 (6)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（様式７） 
 

 (7)手持ち資材の状況（様式８－１） 
 

 (8)資材購入予定先一覧（様式８－２） 
 

 (9)手持ち機械の状況（様式９－１） 
 

 (10)機械リース元一覧（様式９－２） 
 

 (11)労務者の確保計画（様式 10－１） 
 

 (12)工種別労務者配置計画（様式 10－２） 
 

 (13)建設副産物の搬出地（様式 11） 
 

 (14)建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書（様式 12） 
 

 (15)品質確保体制（品質管理のための人員体制）（様式 13－１） 
 

 (16)品質確保体制（品質管理計画書）（様式 13－２） 
 

 (17)品質確保体制（出来形管理計画書）（様式 13－３） 

 (18)安全衛生管理体制（安全衛生教育等）（様式 14－１） 
 

 (19)安全衛生管理体制（点検計画）（様式 14－２） 
 

 (20)安全衛生管理体制（仮設設置計画）（様式 14－３） 
 

 (21)安全衛生管理体制（交通誘導員設置計画）（様式 14－４） 
 

 (22)誓約書（様式 15） 
 

 (23)施工体制台帳（様式 16） 
 



 

 

 (24)過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（様式 17） 

 
 

６ 必要に応じ、５以外の説明資料の提出を求めることがある。 

 
 

７ 特別重点調査の対象者は、５及び６の資料のほか、契約の内容に適合した履行 

が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出する 

ことができる。 

 
 

８ ５の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、５ 

の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則と し

て１回に限り再提出等を行うことができる。 

 
 

９ ５の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされ 

ないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者（支店長、営業所長 

等をいう。）から事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者 

に追って通知する。 

 
 

10 特別重点調査は、最低の価格をもって入札した者（総合評価落札方式の場合 

は評価値の最も高い者）のほか、４の基準に該当する複数の者について並行して 

行うことがある。この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。 

 
 

11 ５及び６の資料を期限までに提出しない場合又は９の事情聴取に応じない場合 

など特別重点調査に協力しない場合は、入札及び見積り手引き第13条第８項の 規

定に違反するものとして入札を無効とする。 

 
 

12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行 

ったことが明らかとなった場合は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名 停

止措置を講ずることがある。 

 
 

13 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注す 

る意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札 者

に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式 15 による誓約書など関係情 報

の通報を行う。 

 
 

14  特別重点調査の結果は、公表することがある。 

 


